
 

   

 
 

お問い合せ先 

ご自慢の商品で富山市の魅力を全国に発信してみませんか。 

富山市では、１万円以上の寄附をしていただいた市外在住者に返礼品
をお届けしています。 
この返礼品を通して本市の魅力を発信するとともに、物産振興・地域

経済の活性化に繋げていくため、ふるさと納税返礼品として、商品やサ
ービスを提供していただける事業者等を募集しています。 
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協力事業者のメリット 

・ふるさと納税ポータルサイトに 
無料で商品を掲載 ⇒ＰＲに！ 
「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」

「 ANA の ふ る さ と納 税 」「 ふ る な び」

「auPAY ふるさと納税」「さとふる」 

「セゾンのふるさと納税」 

 

・登録料や販売手数料は不要 
 
・商品代金と配送料は、市が全額負担 

ふるさと納税の「返礼品」とは 

 ふるさと納税は、「ふるさと」や「応
援したい」自治体に個人が寄附できる
制度です。 
 その寄附へのお礼となるのが「返礼
品」です。 
 寄附された方が寄附額に応じて選ぶ
ことができます。 

・富山市の魅力を発信し、地域経済の活性化につながる要素をもつもの 
・市内において生産、製造又は加工されているもの 
・市内の原材料を使用しているもの 
・市内で提供されるサービス 

「返礼品」にできるもの （※詳細は裏面参照） 

nouzei-01@city.toyama.lg.jp 
富山市財務部納税課 076-443-2026 

委託事業者 株式会社ＪＴＢ 
株式会社さとふる 



 

詳細な条件もありますので、まずはお気軽にお問合せください。 

詳しくは                       

 

または     をスキャン

返礼品協力事業者の要件 

返礼品の主な要件 
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